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FCCC/CP/2001/CRP.11
2001 年 7 月 27 日

英語のみ

締約国会議

第 6 回会合第 2 部

ボンにて、2001 年 7 月 16-27 日

アジェンダ項目 7(c)

京都議定書締約国会議となる条約締約国会議第 1 回会合のための準備( 決定 8/CP.4)

メカニズムに関する作業プログラム（決定 7/CP.4 及び 14/CP.4 ）

交渉グループ共同議長の提案による決定草案

以下のテキストは、締約国会議第 6 回会合(COP-6)第 2 部の終盤において進展のあった作業を反

映したものである。本テキストは、文書 FCCC/CP/2000/5/Add.3(Vol.V)に含まれたテキストを元

に、議長により提案されたメカニズムに関する統合交渉テキスト（FCCC/CP/2001/2/Add.2）を

ツールとして用い、またハイレベル協議で生まれたブエノスアイレス行動計画実施のための中心

的要素(FCCC/CP/2001/L.7)を十分に考慮に入れて、Jose Miguez 氏（ブラジル）と Murray Ward
氏（ニュージーランド）が議長を務めた二つの草案作成グループにおける広範な作業の成果も盛

り込んでいる。

COP-6 第 2部終盤でのメカニズムに関する作業においてなされた進展について締約国が十分に認

識できるよう、また COP-7 での作業の円滑な継続を促進すべく、本テキストの状態は以下のよう

に記載されている。すなわち、ハイレベル協議による合意テキストには「+++」と、草案作成グ

ループで合意されたテキストには「++」と、そして草案作成グループで部分的に合意されたテキ

ストには「+」と記されている。マークの無いテキストは合意されていないか、まだ検討されてい

ないものである。

メカニズムに関する４つの決定草案は COP-6 第 2 部で締約国により取り上げられなかった、ある

いは少なくともそのまま丸ごとは取り上げられなかったということは、特筆しておくべきである。

締約国はむしろ、制限時間内に決定草案の添付書に焦点を絞りたいとしており、そのため第 6 条

及び第 12条の添付書に対する附属書はCOP-7になってから取り上げることについても合意した。

可能な限りにおいて、多分野にまたがる性質を持つ案件は一つの決定草案においてのみ取り上げ

られている。そのような案件がどのように扱われているかを追跡できるようクロス・レファレン

スがなされている。

第 6 条事業に関する決定の添付書に対する附属書 A 及び B については、とある締約国グループが

COP-7 に先立ちミスク文書に対する提案を提出すると発表した。

本テキストの電子ファイル版は事務局からの要請があれば入手可能である。インターネットへの

直接アクセスに問題がある場合は、締約国が本テキストを入手できるよう事務局は少数ではある

がディスケットを用意している。ご依頼は Ms. Patricia Belz-Othieno (pbelz-othieno@unfccc.int)
まで。
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決定草案- /CP.6 （メカニズム）

京都議定書第 6 条・第 1 2 条・第 1 7 条に沿った、メカニズムの原則・性質・視野について

締約国は

決定 1/CP.3、特にパラグラフ 5 (b), (c), (e)について想起し、

適切な場合には、さらに決定 7/CP.4, 8/CP.4, 9/CP.4, 14/CP.5 を想起し、

+++　条約の前文を再確認し、

+++　メカニズムの使用において、締約国が条約の第 2 条、第 3 条に盛り込まれている目的と原

則、及び第4条の第7パラグラフを手引きとすべきことを認識し、(文書FCCC/CP/2001/L.7, para3,
page7)

+++　京都議定書は、いかなる排出上の権利、利権、資格も、附属書 I 締約国に対し発生せしめ

てはおらず、またこれらを与えてはいないということをさらに認識し、（文書FCCC/CP/2001/L.7,
para2、page7）

+++　附属書 I 締約国が、国家の状況に応じて、また条約の究極的目標の達成に向けて努力しな

がら、先進締約国・発展途上締約国間の一人当たり格差を低減するような方法で排出量を削減す

ることを目的として、国内行動を実施することを強調し（文書FCCC/CP/2001/L.7, para4, page 7）

+++ メカニズムの使用は国内行動に対して補完的たるべきであり、しかるに国内行動が各第 3 条

第 1 パラグラフの数量的排出制限及び削減コミットメント達成のために行われる附属書 I 締約国

の努力の大半を占めるべきであるということを確認し、（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para5, page
7）

環境的健全性が、メカニズムの健全な方法・規則・ガイドライン、土地利用・土地利用変化及び

森林活動を管理する厳格な原則及び規則、強力な遵守体制によって達成されるべきことをさらに

強調し、

決定-/CP.6（第 6 条）、-/CP.6（第 12 条）、-/CP.6（第 17 条）、-/CP.6（遵守）、-/CP.6（土地利用、

土地利用変化及び森林）、-/CP.6（割当量計算方法）を意識して、

１． 京都議定書締約国会議となる締約国会議第 1 回会合において以下の決定を採択するよう提言

する。

決定- /CMP.1( メカニズム)
京都議定書第 6 条・第 1 2 条・第 1 7 条に沿った、メカニズムの原則・性質・範囲について

京都議定書締約国会議としての締約国会議は、

決定 1/CP.3、特に第 5 パラグラフ (b), (c), (e)について想起し、

適切な場合には、さらに決定 7/CP.4, 8/CP.4, 9/CP.4, 14/CP.5,-/CP.6(第 6 条)、-/CP.6(第 12 条)、
-/CP.6(第 17 条)、-/CP.6(遵守)、-/CP.6(土地利用、土地利用変化及び森林)、-/CP.6（割当量計算方

法）を想起し、

+++　条約の前文を再確認し、

+++　メカニズムの使用において、締約国が条約の第 2 条、第 3 条に盛り込まれている目的と原
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則、及び第4条の第7パラグラフを手引きとすべきことを認識し、(文書FCCC/CP/2001/L.7, para3,
page7)

+++　京都議定書は、いかなる排出上の権利、利権、資格も、附属書 I 締約国に対し発生せしめ

てはおらず、またこれらを与えてはいないということをさらに認識し、（文書FCCC/CP/2001/L.7,
para2、page7）

+++　附属書 I 締約国が、国家の状況に応じて、また条約の究極的目標の達成に向けて努力しな

がら、先進締約国・発展途上締約国間の一人当り格差を低減するような方法で排出量を削減する

ことを目的として、国内行動を実施すべきことを強調し、（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para4, page
7）

環境的誠実性が、メカニズムの健全な方法・規則・ガイドライン、土地利用・土地利用変化及び

森林活動を管理する厳格な原則及び規則、強力な遵守体制によって達成されるべきことをさらに

強調し、

決定-/CMP.1(第 6 条)、-/CMP.1(第 12 条)、-/CMP.1（第 17 条）、-/CMP.1(割当量の計算方法)に留

意して、

１．+++ メカニズムの使用は国内行動に対して補完的たるべきであり、しかるに国内行動が第 3
条第 1 パラグラフの数量的排出制限及び削減コミットメント達成のために行われる各附属書 I 締

約国の努力の大半を占めるべきであるということを決定する。（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para5,
page 7）。
２． +++　附属書 I 締約国に対し、京都議定書第 8 条にもとづくレビューに供すべく、同議定書

第 7 条に従い、上記第 1 パラグラフに関係する関連の情報を提供することを求める。（文書

FCCC/CP/2001/L.7, para6, page7）
３． +++　そのような情報の提出には決定-/CP.6（第 7 条）に盛り込まれた実証可能な進展に関す

る報告が考慮されるべきことを決定する。(文書 FCCC/CP/2001/L.7, para7, page8)。
４． +++　遵守委員会の促進部門に対し、上記第 2・第 3 パラグラフについて実施上の疑義に対処

することを求める。（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para 8, page8）
５． +++　附属書 I 締約国によるメカニズム参加資格は京都議定書の第 5 条第 1 及び第 2 パラグ

ラフと第 7 条第 1 及び第 4 パラグラフにおける方法論上及び報告上の要件を遵守しているか

どうかにかかっており、その監督は関連の規定にしたがって遵守委員会の執行部門によって

行われるべきことを決定する。京都議定書を補完する遵守についての合意を承認した締約国

のみが、メカニズム使用によって発生するクレジットを移転ないし取得する資格を有すべき

こと。（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para11, page8）
６． メカニズム使用に関する規定は第 4 条にしたがって行動する締約国に対し個別に適用される

ということを決定する。

７． +++　第 3 条第 1 パラグラフのコミットメント達成のために使用される第 6・12・17 条にお

ける附属書 I 締約国の認証排出削減量、排出削減単位、割当量単位は、京都議定書附属書 B
に記述されている数量排出制限及び削減コミットメントを変更することなく、登録に関する

規定（割当量計算方法に関する決定-/CP.6）に則り、第 3 条第 10・11・12 パラグラフに規定

されているとおり追加したり、排出削減単位および割当量単位は、第 3 条第 10・11 パラグ

ラフに規定されているとおり差し引くことが可能であると 決定する 。（ 文 書

FCCC/CP/2001/L.7, para9, page8）
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決定草案- /CP.6( 第6 条)
京都議定書第 6 条実施のためのガイドライン

締約国会議は

決定-/CP.6(メカニズム)、-/CP.6（第 12 条）、-/CP.6（第 17 条）、-/CP.6（遵守）、-/CP.6（土地利

用、土地利用変化及び森林）、-/CP.6（割当量計算方法）を意識して、

+++　第 6 条事業活動がその持続可能な開発達成を支援するかどうかを確認するのはホスト締約

国の特権であることを確認し、

+++　附属書 I 締約国が第 3 条第 1 パラグラフのコミットメント達成に原子力施設により発生す

る排出削減単位を使用することを控えるべきことを認識し、

１． 附属書 II 締約国に対し、附属書 B に記載されたコミットメントを有する市場経済移行中の附

属書 I 締約国の第 6 条にもとづく事業への参加を促進するよう促す(FCCC/CP/2000/5/Add.3
(Vol V), para1, page4)。

２． COP/MOP に 対 し 、 そ の 第 1 回 会 合 で 以 下 の 決 定 を 採 択 す る よ う提 言 す る

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para2, page4)。

決定-/CMP.1 （第 6 条）

京都議定書第 6 条実施のためのガイドライン

COP/MOP は

決定-/CMP.1(メカニズム)、-/CMP.1（第 12 条）、-/CMP.1（第 17 条）、-/CP.6（土地利用、土地利

用変化及び森林）、-/CMP.1（割当量計算方法）、-/CP.6(遵守)を意識し、

１． 適切な場合には決定-/CP.6（第 6 条）及び締約国会議によるその他関連の決定に則して取ら

れる全ての行動を確認し、最大限の効果を上げることを決定する。

２． 後述の添付書にある京都議定書第 6 条の実施のためのガイドラインを採択することを決定す

る。(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 1, page 5)
３． SBSTA に対し、締約国会議の検討のために、適切な場合には、クリーン開発メカニズムの理

事会による作業を十分に考慮した上で、後述添付書につける附属書を作成するよう求める。

４． 吸収源による人為的吸収の強化を目的とした第 6 条にもとづく事業が、京都議定書の第 3 条

第 3・4 パラグラフに関する定義・計算規則・方法・ガイドラインにならうべきことを決定す

る。

５． 2000 年付けで開始した事業を第 6 条事業として適格とし、後述の添付書にある京都議定書第

6 条実施ガイドラインの要件を満たすのであれば、2008 年付けで排出削減単位を発生させて

よいということを決定する。

６． 附属書 II 締約国に対し、附属書 B に記載されているコミットメントを有する市場経済移行中

の附属書 I 締約国の第 6 条事業への参加を促進するよう促す。

７． 後述の添付書にある手順により発生する全ての管理コストは、COP/MOP が決定する規定に

したがって事業の参加者によって負担されるべきことを決定する。

８． 今後のガイドライン改定はいずれも、COP/MOP が採用する手順規則にしたがって決定され

るべきことをさらに決定する。第 1 回レビューは、必要であれば SBSTA の技術的助言を拠

り所に SBI の提言に基づき、第 1 次コミットメント期間末から 1 年以内に行われなくてはな

らない。その後のレビューはその後定期的に行われるべきこと。改訂は継続中の第 6 条事業

には影響を与えない。
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添付

京都議定書第 6 条実施のためのガイドライン

A. 定義

１． 本添付書用に、第 1 条にある定義及び第 14 条にある規定を適用すること。さらに：

(a) 「排出削減単位」すなわち「ERU」は、第 6 条及びそれにもとづく要件に則って[発行される][移
転される]単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂さ

れる地球温暖化係数を用いて算定される、二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

(b) ++「認証排出削減量」すなわち「CER」は、第 12 条及び同条文における要件に則って発行

される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂され

る地球温暖化係数を用いて算定される、二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

(c) オプション１：「割当量単位」すなわち「AAU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登録

に関する関連規定に則って発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは

第 5 条にしたがい以降改訂される地球温暖化係数を用いて算定される、二酸化炭素換算 1 メ

トリック・トンに相当する。

オプション２：「割当量の一部」あるいは「PAA」は、議定書第 17 条及びその要件に則って

発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂

される地球温暖化係数を用いて算定される、二酸化炭素換算排出量 1 メトリック・トンに相

当する。

(d) 「利害関係者」とは、その事業によって影響される、あるいは影響を受けそうな、個人・グ

ループ・共同体など一般人を意味する。

Ｂ．COP/MOP の役割

２． 京都議定書締約国会議として機能する条約締約国会議(COP/MOP)は、第 6 条の実施に関する

ガイダンスを提供し、第 6 条監督委員会に対し権限を行使する。

Ｃ．第 6 条監督委員会

３． +++第 6 条監督委員会は、セクションＥにある ERU の検証を監督するために COP/MOP に

よって設置され、以下の役割を有する：（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para3, page8）
(a) ++COP/MOP の各セッションに対しその活動報告を行う。

(b) 後述の附属書Ａにある基準及び手順にしたがって、独立機関に対し認定を行う。

(c) クリーン開発メカニズム（CDM）理事会の関連作業を十分に考慮した上で、COP/MOP に

よる検討に供すべく、後述の附属書Ａにある独立機関の認定に関する基準及び手順の向上に

努める。

(d) CDM 理事会の関連作業を十分に考慮した上で、COP/MOP による検討に供すべく、後述の

附属書 B にあるベースラインやモニタリングに関する報告ガイドラインやクライテリアを

改善する。

(e) ++　第 36 パラグラフに示されるレビュー手順

(f) ++　CDM 理事会の手順規則を十分考慮した上で、COP/MOP による検討に供すべく、その

手順規則の向上に努める。

４． 第 6 条監督委員会は、京都議定書締約国からのメンバー10 名で、以下のように構成されるべ

きこと：

(a) ５つの国連地域グループそれぞれから 1 名ずつと、小島発展途上国代表 1 名

(b) 附属書 I 締約国から他に 2 名

(c) 非附属書 I 締約国から他に 2 名

５． 第 6 条監督委員会のメンバーは、第 4 パラグラフにある関連の選挙区により指名され、

COP/MOP によって選出されること。COP/MOP は任期 2 年として 5 名、任期 4 年として 5
名を第 6 条監督委員会に選挙すること。その後 2 年ごとに、COP/MOP は任期 4 年の新メン

バーを 5 名選出すること。
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６． 第 6 条監督委員会のメンバーは、最大 2 期連続努める資格がある。

７． 第 6 条監督委員会は、そのメンバーの中から毎年議長と副議長を、１名は附属書 I 締約国か

ら、もう１名は非附属書 I 締約国から選出すること。議長と副議長は、附属書 I 締約国のメ

ンバーと非附属書 I 締約国のメンバーとで毎年交替すること。

８． COP/MOP は、上記第 4，5，6 パラグラフのクライテリアに基づき、第 6 条監督委員会の各

メンバーに代わるメンバーを選出すること。

９． 第 6 条監督委員会は、可能であれば補助機関会合と合わせて、――合わせられない場合は他

の日程で――毎年最低 2 回は会合を行うこと。

１０． ++　第６条監督委員会のメンバーは：

(a) +　それぞれの個人的能力において奉仕し、気候変動問題と関連の技術・政策分野に関して

認められた能力を有すること。発展途上国出身のメンバーの参加費用は、第 6 条監督委員会

の予算で賄われるべきこと。

(b) ++　第６事業のいかなる面においても特権ないし金銭的利害を持たないこと。

(c) ++　第６条監督委員会に対する責任に従い、第 6 条監督委員会の職務による理由で知ること

となったいかなる機密情報ないし占有的情報をも漏らさないこと。機密情報をもらさないと

いうメンバーの義務はそのメンバーに関しての義務であるが、第６条監督委員会メンバーの

任期満了・終了後も引き続き義務であり続けるべきこと。

(d) ++　第 6 条監督委員会の手順規則の拘束を受けること。

(e) ++　就任前に国連事務総長ないし権限を持つ自らの代理人を立会いとして、書面にて就任宣

言を行う。

１１． ++　第 6 条監督委員会は、利害衝突規定違反や守秘規定違反、あるいは正当な理由なく

第 6 条監督委員会会合を 2 回連続欠席するなどの理由で特定のメンバーを一時停職とし、そ

のメンバーシップを終了させることを COP/MOP に対し提言することがある。

１２． ++　第 6 条監督委員会メンバーが辞職したり、あるいは任期を全うできなかったり、役

職任務を遂行できなかったりする場合は、第 6 条監督委員会は、次回 COP/MOP 会合までの

時間を鑑み、当該メンバーの残りの任期を努めるべく当該メンバーにかわる別のメンバーを

任命するよう決定することがある。そのような場合、第 6 条監督委員会は、そのメンバーを

推挙したグループの意見を考慮すべきこと。

１３． ++　第 6 条監督委員会は、特に国家の認定手続きを考慮に入れ、その役割の遂行に必要

な専門知識を利用すべきこと。

１４． 第 6 条監督委員会による決定の採択には、メンバーの 4 分の３以上を定足数として要す

る。

１５． 第 6 条監督委員会の決定は、全員一致によって採択されるべきこと。全員一致に到達す

るあらゆる努力が費やされ、合意が得られなかった場合は、最後の手段として、会合に出席

し投票したメンバーの 4 分の 3 の多数決によって決定が採択されること。投票を棄権したメ

ンバーは、投票していないと考えられるべきこと。

１６． ++　事務局は第 6 条監督委員会に奉仕すること。

D.参加要件

１７． ++　第 6 条事業参加締約国は、事務局に対し以下を報告すること：

(a) ++　第 6 条第 1 パラグラフ(a)に則った事業を承認するための指定フォーカル・ポイント

(b) ++　利害関係者のコメントについての検討や、モニタリング、検証など、第 6 条事業承認の

ための国別ガイドライン及び手順

１８． ++　第 19 パラグラフにしたがい、附属書 B に記載されたコミットメントを有する附属

書 I 締約国は、以下の適格性要件を遵守していれば、関連の規定にしたがって発行された ERU
を移転・取得して良い：

(a) ++　京都議定書締約国であること

(b) 「京都議定書における遵守についての手順とメカニズム」[についての合意を承認しているこ

と][についての関連の既定にしたがっていること][その他受け入れ可能な記述]
(c) ++　第 3 条第 7・8 パラグラフに則り、第 7 条第 4 パラグラフにもとづく割当量計算方法に

したがって、割当量を設定していること。

(d) ++　第 5 条第 1 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、
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モントリオール議定書が管理していないすべての温室効果ガスの排出源からの人為的排出量

及び吸収源からの人為的吸収量の推計に関して国家制度を有していること。

(e) ++　第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

国内登録簿を設置していること。

(f) +　第 5 条第 2 パラグラフ及び第 7 条第 1 パラグラフと、これにもとづいて決定された京都議

定書附属書 A のセクター/排出源カテゴリーからの温室効果ガス排出量に関するガイドライン

の要件にしたがって、直近の年次目録を提出しており、引き続き年次目録を提出し続けるこ

と。

(g) 第 7 条第 1 パラグラフ及びそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって割当

量に関する補完的情報を提出し、第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて定められたガイド

ラインの要件にしたがって、第 3 条第 3・4 パラグラフにもとづく活動などに対し、第 3 条第

7・8 パラグラフに則り、割当量への追加及び割当量からの差し引きを行うこと。

(h) 決定草案-CP.6(第 17 条)添付書の第 6 から第 9 パラグラフにしたがって、コミットメント期間

準備量を保有していること。

１９． ++　附属書 B に記述されるコミットメントを有する附属書 I 締約国は、以下であると見

なされるべきこと：

(a) +　遵守委員会の執行部門が、決定-/CP.6（遵守）にしたがって、当該締約国がこれらの要件を

満たしていないと判断するのでなければ、あるいはそれ以前に、遵守委員会の執行部門が京都

議定書第 8 条にもとづく専門家レビュー・チームの報告書に述べられたこれらの要件に関する

実施の疑義について手続きを行わないことを決定し、このことを事務局に伝えているのであれ

ば、第 7 条第 4 パラグラフにもとづく割当量計算に適用される方法にしたがって、第 3 条第7・
8 パラグラフに則った割当量の設定を促進し、排出量と割当量を計算する能力を実証するため

の報告書を提出してから 16 ヵ月経過した後に、上記第 18 パラグラフに記載されている適格性

要件を満たしている。

(b) ++　遵守委員会の執行部門が、当該締約国が適格性要件を一つ以上満たしていないと決定し、

当該締約国の適格性を一時停止して、その情報を事務局に伝えなければ、そしてそうするまで、

上記第 18 パラグラフに記載された適格性要件を満たし続けている。

２０． ++　上記第 18 パラグラフにある適格性要件を満たしていると考えられる場合、ホスト

締約国は、第 6 条事業による排出源からの人為的排出削減量や吸収源での人為的吸収増加量

を、第 6 条第 1 パラグラフ(b)にしたがい、それが無ければ起こり得たものに対し追加的であ

るとして検証して良い。このような検証が行われれば、ホスト締約国は、決定-/CMP.1（割当

量計算方法）の関連規定にしたがって、適切な量の ERU を発行して良い。

２１． +　ホスト締約国が上記第 18 パラグラフにある適格性要件を満たしていない場合は、第

6 条事業による排出源からの人為的排出削減量や吸収源からの人為的吸収増加量を、第 6 条

第 1 パラグラフ(b)にしたがい、それが無かった場合に起こり得たことに対し追加的であると

する検証は、後述のセクション E にある第 6 条監督委員会の検証手順を通して行われるべき

こと。しかし上記第 18 パラグラフ(a)から(c)までと(e)の要件を満たしているなら、ホスト締

約国は ERU の発行と移転のみ行って良い．

２２． ++　上記第 18 パラグラフの要件を満たすホスト締約国は、第 6 条監督委員会のもとで

検証手続きを行使することをいつでも決定して良い。

２３． ++　第 6 条第 4 パラグラフの規定は、上記第 18 パラグラフの要件などと関連している

べきこと。

２４． ++　事務局は、適格性要件を満たし、決定-/CP.6（遵守）に含まれる関連規定にしたが

って一時停止を受けている締約国について、一般に入手可能なリストを保持しているべきこ

と。

２５． ++　第 6 条事業を受け入れる締約国は、後述の附属書 B にある報告ガイドラインと決定

-/CMP.1（割当量計算方法）に盛り込まれている要件にしたがって、事業に関する情報を、直

接にしろ事務局を通してにしろ、一般に入手可能とすべきこと。

２６． ++　法的機関に第 6 条事業への参加を認めている締約国は、京都議定書におけるその義

務の達成において引き続き責任を有するものであり、そのような法的機関の参加が本添付書

に則ったものであるよう保証すべきである。法的機関は、認可する締約国がその当時におい

て参加資格を有している第 6 条活動にのみ参加して良い。
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E. 第 6 条監督委員会における検証手続き

２７． ++　第 6 条監督委員会における検証手続きは、事業と、それに続いておこる排出源によ

る人為的排出量の削減や吸収源による人為的吸収量の増加が第 6 条の関連要件及びこれらの

ガイドラインを満たしているかということを、後述の附属書 A にしたがって認められた独立

機関に決定してもらうということである。

２８． ++　事業参加者は、承認された独立機関に対し事業が以下のとおりであるかを決定する

のに必要な全ての情報を盛り込んだ事業設計文書を提出すること：

(a) ++　関係締約国の承認を得ていること。

(b) ++　それが無かった場合に比べ追加的な、排出源による人為的排出削減や吸収源による人為

的吸収増加となっていること。

(c) ++　後述の附属書 B に提示されているクライテリアに則した適切なベースライン及びモニ

タリング計画を有していること。

２９．++　承認された独立機関は第 37 パラグラフに提示された守秘規定にしたがって、事務局

を通し、事業設計文書を公表し、その事業設計文書が公表された日から 30 日の間に事業設計文書

について締約国・利害関係者・UNFCCC の承認するオブザーバーからコメントや補助的情報を

受けること。

３０．++　承認された独立機関は事業が以下のとおりであるかを判定すべきこと。

(a)++　関係締約国の承認を得ていること。

(b)++　それが無かった場合に比べ追加的な、排出源による人為的排出削減や吸収源による人為的

吸収増加となっていること。

(c) ++　後述の附属書 B に提示されているクライテリアに則した適切なベースライン及びモニタ

リング計画を有していること。

(d) 事業参加者が、国境を越える影響など、当該事業活動の環境的影響分析に関する指定運営機関

による文書を提出しており、事業参加者ないしホスト締約国がそのような影響が甚大であると

考える場合には、ホスト締約国の求めにしたがい手順に則って環境影響評価を行っていること。

３１．++　承認された独立機関は、その判定を、受け取ったコメントのサマリーやそれについて

正当な考慮がいかになされたかの報告書など、その判定理由の説明と共に、事務局を通じて公表

すべきこと。

３２．+　事業設計文書に関する判定は、事業参加締約国か第 6 条監督委員会メンバーの 4 分の 1
が第 6 条監督委員会のレビューを要請したのでなければ、判定公表日の 60 日後に終了すると見な

される。そのようなレビューが要請された場合、第 6 条監督委員会は可及的速やかに、ただしレ

ビューの要請後 2 回目の会合より以前に、そのレビューを終わらせなければならない。第 6 条監

督委員会は、その判定に関する決定と判定理由を事業参加者と一般に伝えるべきこと。その決定

が最終版とされること。

３３．++　事業参加者は、既に発生した排出源による人為的排出削減や吸収源による人為的吸収

増加に関するモニタリング計画に則り、認定された独立機関に対し報告書を提出すべきこと。こ

の報告書は公表されるべきこと。

３４．++　第 33 パラグラフに記載された報告書の受領後、認定された独立機関は、後述の附属

書 B にしたがって事業参加者から報告された排出源による人為的排出削減や吸収源による人為的

吸収増加の判定を、それらが第 30 パラグラフにしたがってモニターされ計算されたことを前提に、

行うこと。

３５．++　認定された独立機関は第 34 パラグラフに基づくその判定を、その理由説明と共に、

事務局を通じ公表すべきこと。

３６．+　報告された排出源による人為的排出削減や吸収源による人為的吸収増加に関する判定は、

事業参加締約国ないし第 6 条監督委員会メンバーの 4 分の１が第 6 条監督委員会によるレビュー

を要請しなければ、公表日から 15 日で終了するものと見なされるべきこと。そのようなレビュー

が要請された場合、第 6 条監督委員会は：

(a) + その次回会合において、取るべき行動を決定する。要請が正当であると決定した場合は、レ

ビューを行うこと。

(b)++ レビュー実施の決定後 30 日以内にレビューを完遂すること。
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(c)++　事業参加者にレビューの結果を伝え、その判定と判定理由を公表すること。

３７．+　事業参加者から入手した部外秘あるいは丸秘と記された情報は、国家法により要請され

た場合を除き、情報提供者の書面による同意なくして公開されてはならない。排出源による人為

的排出量削減や吸収源による人為的吸収量増加が追加的であるかを判定し、ベースライン方法論

とその適用について説明し、環境影響評価を裏付けるために使用される情報は、部外秘あるいは

丸秘とは考えられない。

３８．コミットメント期間準備量や第 17 条にもとづくその他の移転制限に関する規定はいずれも、

第 6 条監督委員会のもとでの検証手順にしたがって検証されて、国内登録簿に対し発行された

ERU の締約国による移転には適用されない。

３９．第 6 条監督委員会は、レビューを行って当該独立機関が附属書 A に定められた認定基準を

もはや満たしていないと見なした場合は、独立機関の認定を一時停止あるいは差し戻すことがあ

る。第 6 条監督委員会は、当該の認定された独立機関が申し開きの可能性を得て初めて、認定の

一時停止あるいは差し戻しを行う。その一時停止ないし差し戻しは即時に効力を持つ。影響を受

ける独立機関は、第 6 条監督委員会がその一時停止ないし差し戻しを決定するやいなや、即座に

書面にて通知を受ける。このようなケースに関する第 6 条監督委員会の決定は公表されるべきこ

と。

４０．検証済みの事業は、第 34 パラグラフに記載の認定された独立機関が責任を有する判定にお

いて重大な不備が認められない限り、同独立機関の認定一時停止ないし差し戻しによって影響を

受けることはない。この場合、第 6 条監督委員会は、そのような不備を査定しまた適切な場合に

はそれを正すために別の認定独立機関を任命すべきかどうかを決定すべきこと。このような査定

に関わるコストは、認定を差し戻しないし一時停止された認定独立機関が負担すべきこと。第 34
パラグラフに記載された判定で明らかにされた不備の結果として ERU が過剰に移転された場合

は、当該独立機関は上記査定後 30 日以内にそれに相当する量の AAU,ERU,CER を取得し、事業

のホスト締約国の取り消し口座に移転すること。

４１．検証済み事業に悪影響を与えるような認定独立機関の一時停止ないし差し戻しは、影響を

受ける事業参加者が申し開きの可能性を得て初めて、第 6 条監督委員会によって決定されるべき

こと。

附属書 A
独立機関認定のための基準及び手順

｛注記：EU は、COP-6 再開会合におけるメカニズムに関する作業部会の作業を元に本附属書用

のテキストを提案した。本テキストは締約国によってまだ話し合われていないためここには記さ

れていない。テキスト案は COP-7 での検討に供すべくミスク文書中に記されることになる。｝

附属書 B
報告ガイドラインとベースライン・モニタリング・クレジット期間に関するクライテリア

｛注記：EU は、COP-6 再開会合におけるメカニズムに関する作業部会の作業を元に本附属書用

のテキストを提案した。本テキストは締約国によってまだ話し合われていないためここには記さ

れていない。テキスト案は COP-7 での検討に供すべくミスク文書中に記されることになる。｝
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決定草案-/CP.6 （第 1 2 条）

京都議定書第 1 2 条に定められるクリーン開発メカニズムのための方法と手順

締約国会議は、

京都議定書第 12 条において、クリーン開発メカニズムは、条約非附属書 I 締約国が持続可能な開

発を達成して条約の究極的目標に貢献するのを援助し、附属書 I 締約国が京都議定書第 3 条にお

けるその数量排出制限及び削減コミットメント遵守を達成するのを援助することを目的として定

められたことを思い起こし、（FCCC/CP/2000/5/Add.3(Vol V)、前文、page 23）

決定-/CP.6(メカニズム)及び決定-/CP.6(土地利用、土地利用変化及び森林)を意識し、

+++　クリーン開発メカニズム事業活動がホスト締約国の持続可能な開発の達成に役立つかどう

かを確認するのはホスト締約国の特権であることを確認し（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para1,
page8）

+++　附属書 I 締約国が第 3 条第 1 パラグラフにおけるコミットメントの達成に原子力施設から

生じる認証排出削減量を使用することを差し控えるべきことを認識し、(文書 FCCC/CP/2001/L.7,
para2, page8)

地域・準地域レベルでのクリーン開発メカニズム事業活動の公平な地理的配分促進の必要性を念

頭に置き、

+++　附属書 I 締約国によるクリーン開発メカニズム事業に対する公的資金供与が政府開発援助

の流用となってはならず、附属書 I 締約国の資金的義務とは切り離されてそれに組み入れられる

ことがあってはならないと強調し、（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para 3, page8）

クリーン開発メカニズム事業活動が条約第 4 条第 5 パラグラフと京都議定書第 10 条で求められ

ているものに加え、環境的に安全で健全な技術の移転につながるものでなくてはならないという

ことを強調し、

特に、クリーン開発メカニズム事業活動が京都議定書の第 12 条第 5 パラグラフ（c）の追加性ク

ライテリアに則しているかどうか、またホスト締約国の持続可能な開発という優先項目に則した

技術・投資ニーズを満たす同様の事業が実施されているかどうかを評価するための、信頼すべき

透明性のあるベースラインの設定において、事業参加者と指定された運営機関に対しガイダンス

を与える必要性を認識し、

１． +++　後述の添付書にある方法と手順を採択することで、クリーン開発メカニズムの早期開

始を促すことを決定する。(文書 FCCC/CP/2001/L.7, para4, page9)
２． この決定のため、第 17 パラグラフにある決定が CO/MOP に採択されるまで、方法と手順に

関する後述の添付書にあるとおり、締約国会議は COP/MOP の役割を担うべきことを決定す

る。

３． この決定が第 17 パラグラフに言及された決定が COP/MOP に採択されるまで効力を持ち続

けるべきことを決定する。

４． +++ 理事会のメンバーシップへの指名を呼びかける。

(a) +++ クリーン開発メカニズムの即時開始を促すため、京都議定書調印国の中から、第 7 回会

合に先立ち締約国会議議長に提出すべく、COP がその会合で理事会メンバーを選出すること

を目して；(文書 FCCC/CP/2001/L.7, para4, page9)
(b) 京都議定書が発効したら、京都議定書締約国の中から、第 1 回 COP/MOP 会合に先立ち締約

国会議議長に提出すべく、後述の添付書にある方法と手順にしたがって、そのセッションで

COP/MOP が理事会メンバーを選出することを目して；

５． パラグラフ 17 に言及されている決定を COP/MOP が採択するまでは、理事会及び指定され

た運営機関は、後述の添付書にある通り、クリーン開発メカニズムの理事会及び指定運営機
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関と同様の方法で運営を行うことを決定する。

６． 理事会はそのメンバー選出後即座に第 1 回会合を召集すべきことを決定する。

７． 第 8 回締約国会議まで、理事会はその作業計画の中に以下の任務を含めることを決定する：

(a) その手順規則を作成・承認し、COP に対し採択を提言する。それまでは草案規則を適用する。

(b) 暫定ベースで、運営機関を認定・任命し、その任命は第 8 回締約国会合まで待つ。

(c) +++　以下のような小規模クリーン開発メカニズム事業活動用に簡便化した方法及び手順を作

成し、第 8 回会合で締約国会議に提言する：

(i) +++　最大発電容量 15 メガワット相当までの再生可能エネルギー事業活動（ないしそれに

代わる適切なもの）、または；

(ii) +++　供給サイド及び/ないし需要サイドにおいて、年間 15 ギガワット相当までのエネル

ギー消費削減となるエネルギー効率向上事業活動

(iii) +++　排出源による人為的排出量を減らし、且つ直接排出量が二酸化炭素換算で年間 15
キロトン未満となるその他の事業活動（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para 6, page9）

(d) 後述添付書の附属書 C など関連の案件についての提言を、締約国会議第 8 回会合による検討

に供すべくまとめる。

(e) 方法論的及び科学的問題に関する SBSTA との協力を追求していくための方法を見極める。

{注記：植林及び再植林事業活動を CDM に含めるための定義と方法に関する関連のパラグラフが、

本テキストに盛り込まれることになっている（決定-/CP.6（土地利用、土地利用変化及び森林）

より）}
８． +++　2000 年付けで始まる事業をクリーン開発メカニズムとしての有効性確認と登録に適格

とし、後述の附属書にある方法と手順の要件を満たしているなら、この決定の採択日付けで

認証排出削減量を取得してよいということを決定する。

９． +++　条約の能力育成及び資金メカニズムに関する締約国会議の関連決定を考慮して、非附

属書 I 国、特に最低開発国及び小島発展途上国が自らのクリーン開発メカニズムへの参加を

促進すべく能力育成を行うことを助ける措置の実施を開始するよう、附属書 I 締約国に対し

求める。(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para6, page 24)
１０． 気候変動の悪影響に対し特に脆弱な発展途上締約国が京都議定書第 12条第8パラグラフ

にある適応コストを払えるよう援助するための収益金分担を、クリーン開発メカニズム事業

活動で発行される認証排出削減量の 2％とすることを決定する。最低開発締約国でのクリー

ン開発メカニズム事業活動は、適応コスト援助のための収益金分担からは除外されることと

する。(文書 FCCC/CP/2001/L.7, para 10, page 8)
１１． +++ クリーン開発メカニズムの管理費用をカバーする収益金分担レベルは、理事会の提

言によって締約国会議で決定されるべきことを決定する。

１２． 締約国に対し、補完的活動への UNFCCC 信託基金への献金を行うことでクリーン開発

メカニズム運営の管理費用に資金提供するよう呼びかける。もし求められれば、理事会の提

言によって、締約国会議が決定する手順と日程にしたがってこの献金は還付される。締約国

会議が管理費用の分担金のパーセンテージを決定するまでは、理事会は事業関連費用を取り

戻すべく費用を徴収するべきこと。

１３． 事務局に対し、本決定及び後述の添付書にある、あらゆる任務を遂行するよう求める。
(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 24, page28)

１４． COP/MOP 第 17 パラグラフに記載されている決定を採択するまで、及び採択しなけれ

ば、クリーン開発メカニズムに関する進捗を評価し、また必要であれば適切な行動を取るこ

とを決定する。この決定に対するいかなる変更も、既に登録されたクリーン開発メカニズム

事業活動に影響を与えることは無い。

１５． COP/MOP が そ の 第 1 回 会 合 で 以 下 の 決 定 を 採 択 す る よ う 提 言 す る 。
(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 29, page 28)

決定-/CMP.1 （第 1 2 条）

京都議定書第 1 2 条に定められたクリーン開発メカニズムのための方法と手順

COP/MOP は、
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京都議定書第 3 条及び第 12 条の規定を想起し、

第 12 条にしたがって、クリーン開発メカニズムの目的は非条約附属書 I 締約国が持続可能な開発

を達成し、条約の究極的目標に貢献することを援助し、附属書 I 締約国が京都議定書第 3 条にお

ける数量的排出制限及び削減コミットメントの遵守を達成するのを援助することであることを念

頭に、

その決定-/CMP.1（メカニズム）、-/CMP.1(第 6 条)、-/CMP.1（第 17 条）、-/CMP.1（土地利用、

土地利用変化及び森林）、-/CMP.1（割当量計算方法）、-/CP.6（遵守）を認識し、

京都議定書第 12 条に定められている通りクリーン開発メカニズムの方法と手順に関する決定-
/CP.6 を認識し、

１． 決定-/CP.6（第 12 条）(FCCC/CP/2000/5/Add.3(Vol V), para 1, page 32)と適切な場合に

は COP によるその他の関連決定に則して取られる全ての行動を確認し、それを最大に活かす

ことを決定する。

２． 後述の添付書に盛り込まれたクリーン開発メカニズムの方法と手順を採択する。

３． +++ 決定-/CP.6（第 12 条）第 7 パラグラフ(c)にある小規模事業活動のための簡便化さ

れた方法・手順・定義を見直し、必要であれば COP/MOP に適切な提言するよう理事会に呼

びかける。

４． クリーン開発メカニズムの方法と手順に関する今後のいかなる改定も、COP/MOP が採

択された通りの手順規則にしたがって決定されるべきことをさらに決定する。第 1 回レビュ

ーは、必要であれば SBSTA による技術的助言を拠りどころに、SBI による提言にもとづいて、

第 1 次約束期間末後 1 年以内に行われるべきこと。その後のレビューはそれ以降定期的に行

われるべきこと。決定にいかなる変更が加えられようと、既に登録されたクリーン開発メカ

ニズム事業活動に影響を与えることは無い。
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添付書

クリーン開発メカニズムのための方法と手順

A　.定義

１． 本添付書用に、第 1 条にある定義及び第 14 条にある規定を適用すること。さらに：

(a)「排出削減単位」すなわち「ERU」は、第 6 条及びそれにもとづく要件に則って[発行される][移
転される]単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂さ

れる、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

(b) ++「認証排出削減量」すなわち「CER」は、第 12 条及び同条文における要件に則って発行さ

れる単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂される、

地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V) para d, page 33)。
(c) オプション１：「割当量単位」すなわち「AAU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登録に

関する関連規定に則って発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第

5 条にしたがい以降改訂される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリ

ック・トンに相当する。

オプション２：「割当量の一部」あるいは「PAA」は、議定書第 17 条及びその要件に則って

発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂

される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

(d)++「利害関係者」とは、提案されるクリーン開発メカニズム事業活動によって影響される、あ

るいは影響を受けそうな、個人・グループ・共同体など一般人を意味する。

B.　COP/MOP の役割

２． 京都議定書締約国会議として機能する締約国会議(COP/MOP)は、クリーン開発メカニズム

（CDM）に対し権限を行使し、ガイダンスを与えるべきこと(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V),
para 1, page 34)。

３． COP/MOP は以下について決定を行うことで、理事会の年次報告を検討し、ガイダンスを与

える(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 1, page 34)：
(a) 理事会の手順規則(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 1c page 34)
(b) 決定 -/CP.6 （第 12 条 ） と 本 添 付 書 に あ る 規 定 に 則 し た 、 理 事 会 に よ る 提 言

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V) para 1 a, page 34)
(c) 第 12 条第5 パラグラフと後述の附属書 A に盛り込まれた認定基準に則って理事会が認定した

運営機関の任命

４． COP/MOP はさらに以下を行うこと。

(a) 指定運営機関の地域・準地域配分を見直し、発展途上締約国からのこのような機関への認定

を促進すべく適切な決定を行う。(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 1 g, page 34)
(b) 公平な分布に対するシステマティックなバリアを見極めることを目的に、CDM 事業活動の地

域・準地域配分を見直し、理事会報告などにもとづいて適切な決定を行う。

(c) 必要であれば、CDM 事業活動の資金供与の手配を支援する(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V),
para 1 e, page 34)。

C. 理事会

５． COP/MOP の権限と指導のもと、理事会は CDM を監督し、COP/MOP に対し十分に説明責

任を有すること。このような枠組みの中で、理事会は以下を行うこと：

(a) 理事会の手順規則について COP/MOP に提言を行う。

(b) COP/MOP の各会合に対し活動報告を行う(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 5 c （1 行目

の”and”まで）, page 31)。
(c) 適当な場合には、CDM のさらなる方法及び手順について COP/MOP に提言を行う。

(d) ++ 小規模事業活動に対する簡便化された方法・手順・定義についての規定を見直し、

COP/MOP に対し提言を行う。
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(e) 後述の附属書 A に盛り込まれた認定基準にしたがって、運営機関の認定を行う責任を有し

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 5 e, page 35)、第 12 条第 5 パラグラフにしたがって運

営機関の任命について COP/MOP に提言を行う。

(f) 適当な場合には、後述の附属書 A にある認定基準を見直し、改定する(FCCC/CP/2000/5/Add.3
(Vol V), para 5 f, page 35)。

(g) CDM 事業活動の公平な配分に対するシステマティックなバリアを見極めることを目的として、

その地域的・準地域的配分について COP/MOP に報告を行う(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V))。
(h) 資金を必要とする CDM 事業活動案や、機会を求める投資家についての、本目的のために提出

された関連情報を、CDM 事業活動の資金供与手配の一助とすべく、必要であれば公表する

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 5 l, page 35)。
(i) 後述の附属書 C の規定にしたがって、ベースライン・モニタリング計画・事業境界に関する新

しい方法論とガイドラインを承認する。

(j) 承認された規則・手順・方法・基準を保管し、一般に公表する。

(k) 後述の附属書 D に定められているとおり、CDM 登録簿を作成し整備する。

(l) 登録済み事業設計文書、受け取ったコメント、検証報告書、決定、発行される全 CER につい

ての情報を盛り込んだ、CDM 事業活動に関する一般公開のデータベースを開発し維持する

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 5 j, page 35)。
(m) 第 30、31 パラグラフにあるものを除いて、本添付書にある CDM の方法及び手順に対す

る遵守に関連した問題に対処する。

(n) 　決定-/CP.6（第 12 条）、本添付書、及び COP/MOP の関連決定にある、理事会に帰せられた

その他の機能を果たす。

６． ++ 部外秘ないし丸秘と記された CDM 事業参加者からの情報は、国家法により求められる場

合を除いて、情報提供者の書面による同意なくして公表されてはならない。第 41 パラグラフ

に定義されているような追加性を判断するため、ベースライン方法論及びその適用について

述べるため、及び第 35 パラグラフ（c）に述べられている環境的影響評価を支援するために

使用される情報は、部外秘ないし丸秘と考えられてはならない。

７． +++　理事会は、以下の通り京都議定書締約国からの 10 名のメンバーで構成されるべきこと。

すなわち、締約国会議理事会における現在の慣行を考慮して、５つの各国連地域グループか

ら 1 名ずつと、附属書 I 締約国から他に 2 名、非附属書 I 締約国から他に 2 名と小島発展途

上国を代表するメンバー1 名（文書 FCCC/CP/2001/L.7, para5, page9）
８． 理事会メンバーは、

(a) 第 7 パラグラフに言及されている関連の代表区から推挙され、COP/MOP により選出される。

空席は同様の方法で補充されるべきこと。

(b) +　2 年の任期で選出され、最大で連続 2 期まで努める資格を有する。最初に任期 3 年のメン

バーが 5 名と、任期 2 年のメンバーが 5 名選出される。その後 2 年ごとに、COP/MOP が任

期 2 年の新メンバーを 5 名選出すること。第 10 パラグラフにしたがっての任命が 1 期として

計算される。メンバーは後任が選出されるまで在職し続けること。

(c) 適切な技術的及び/ないし政策的専門知識を有し、個人の能力において活動すべきこと。発展

途上締約国からのメンバー参加費用は、理事会の予算で賄われるべきこと。

(d) 理事会の手順規則に拘束される。

(e) 就任前に国連事務総長ないし権限を持つ自らの代理人を立会いとして、書面にて就任宣言を

行う。

(f) CDM 事業活動のいかなる側面においても特権ないし資金上の利害を持たない。

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 10（「活動」のところまで）, page37）。
(g) 理事会に対する自らの責任に従い、理事会の任務により知り得たいかなる丸秘・部外秘情報

をも公開してはならない。丸秘情報を公開しないというメンバーの義務は、そのメンバーの

義務の一つであり、理事会における当該メンバーの任務満了ないし終了後も義務であり続け

る(FCCC/CP/2000/5/Add.3(Vol V), para 11&13 を合わせたもの、page 37)。
９． 理事会は、利害衝突規定の違反、守秘規定違反、正当な理由なく理事会会合を 2 回連続欠席

することなどの理由により、特定メンバーのメンバーシップを差し止め、終了させるよう

COP/MOP に提言することがある。(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 14, page 37)
１０． 理事会メンバーが辞職したり、あるいは任期を全うできなかったり、役職任務を遂行で

きなかったりする場合は、理事会は、次回 COP/MOP 会合までの時間を鑑み、当該メンバー
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の残りの任期を努めるべく当該メンバーにかわる別のメンバーを任命するよう決定すること

がある。そのような場合、理事会は、そのメンバーを推挙したグループの意見を考慮に入れ

るべきこと。(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 15, page 37)
１１． 理事会は、1 名は附属書 I 締約国から、もう 1 名は非附属書 I 締約国から、議長と副議長

を選出すること。議長と副議長は、附属書 I 締約国のメンバーと非附属書 I 締約国のメンバ

ーとで毎年交替すること。

１２． 理事会は第 39 パラグラフの規定を念頭に、必要に応じて、しかし特に決められたのでな

ければ年 3 回以上会合を開くこと(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V) , para17, page 37)。
１３． 定足数となるためには、理事会のメンバーのうち、附属書 I 締約国の過半数と非附属書 I

締約国の過半数から成る、 3 分 の 2 以上が出席していなくてはならない。
(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 18, page 37)

１４． 理 事 会 の 決 定 は 、 可 能 な 限 り 全 員 一 致 で 採 択 さ れ な く て は な ら な い

(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para19, page 37)。全員一致に達するためのあらゆる努力

が費やされたものの合意に達せられなかった場合、その会合に出席し投票したメンバーの 4
分の 3 の多数決により決定が採択されるべきこと。投票を棄権したメンバーは、投票してい

ないものと見なされるべきこと。

１５． 理事会会合は、理事会が出席の禁止を決定した場合を除いて、全締約国と UNFCCC が

認可する全オブザーバーによる傍聴者としての出席を認めること。

１６． 理事会の全決定の全テキストは、公表されるべきこと。理事会の使用言語は英語とする。

決定は国連の全６公用語において入手可能とされるべきこと。(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol
V), para 21, page 38)

１７． 理事会は、その任務遂行を支援するため、委員会・パネル・作業部会を設置することが

ある。理事会は、UNFCCC 専門家名簿などから、その任務遂行に必要な専門知識に頼るべ

きこと。この枠組みにおいて、理事会は地域バランスへの配慮を十分に考慮すること。
(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 23, page 38)

１８． 事務局は理事会に奉仕すべきこと。

D. 運営機関の認定及び任命

１９． ++ 理事会は

(a) ++ 後述の附属書 A に盛り込まれた認定基準を満たす運営機関を認定すること。

(b) ++ COP/MOP に対し運営機関の任命を提言すること。

(c) ++ 任命された全運営機関に関する一般公表リストを整備すること。

(d) ++ 任命された各運営機関が後述の附属書 A にある認定基準を遵守し続けているかどうかを

レビューし、これをもとに 3 年ごとに各運営機関を再認定するかどうかを確認すること。

(e) ++ いつでも抜き打ち検査を行い、その結果をもとに、正当な理由があれば、上記レビューを

行うことを決定すること。

２０． ++ 理事会は、評価を行って運営機関が COP/MOP の決定にある認定基準や適用規定を

もはや満たしていないと判断した場合は、指定運営機関の任命を一時停止あるいは差し戻す

よう、COP/MOP に提言して良い。理事会は、当該指定運営機関が発言の可能性を有するよ

うになってはじめて、任命の一時停止ないし差し戻しを提言して良い。一時停止ないし差し

戻しは、理事会が一度提言を行うと、暫定ベースで、すぐに効力を発揮し、COP/MOP によ

る最終決定まで効力を持続する。理事会が一度その一時停止ないし差し戻しを提言すると、

影響を受ける機関は即時に、かつ書面で通知を受ける。このような係争に関わる理事会の提

言と COP/MOP の決定は、公表されるべきこと。

２１． ++ 当該機関が責任を有する関連の確認報告書、検証報告書、証明書において重大な不

備が発見されなければ、その運営機関の任命の一時停止ないし差し戻しによって、登録済み

の事業活動が影響を受けることは無い。この場合、理事会は、このような不備を評価し、そ

して適切な場合にはこれを正すために別の指定運営機関を任命するかどうかを決定すること。

このような評価によって過剰に CER が発行されたことが明らかになった場合は、認定を差し

戻しないし一時停止された指定運営機関は、レビューの 30 日以内に、理事会に決定された通

り、過剰発行された CER に等しい CO2 削減トン数を取得し、理事会が CDM 登録簿に保持

している取り消し用口座に移転しなくてはならない。



 16/28

２２． ++ 登録済みの事業活動に悪影響を与える指定運営機関の一時停止ないし差し戻しは、

影響を受ける事業参加者が発言機会の可能性を得て初めて、理事会により提言されること。

２３． ++ 第 21 パラグラフに言及されているレビューに関わるコストは、任命が差し戻しない

し一時停止された指定運営機関が負担すべきこと。

２４． ++ 理事会は第 17 パラグラフの規定にしたがい、第 19 パラグラフにある機能を執行す

る際の支援を求めることがある。

E. 任命された運営機関

２５． ++ 任命された運営機関は理事会を通し、COP/MOP に対して説明責任を有し、決定-
/CP.6（第 12 条）と本添付書にある方法及び手順、そして COP/MOP と理事会の関連の決定

を遵守すべきこと。

２６． ++ 任命された運営機関は

(a) ++ 提案される CDM 事業活動を確認すること。

(b) ++　排出源からの温室効果ガス人為的排出削減量を検証し、認証すること。

(c) ++ サブパラグラフ(e)に言及された任務を果たす際、CDM 事業活動のホスト締約国における

適用法を遵守すること。

(d) ++ 指定運営機関とその下請け機関が、確認・検証・認証任務の遂行に選ばれた CDM 事業活

動の参加者との間に、実質的あるいは潜在的な利害衝突の無いことを実証すること。

(e) ++ 一つの CDM 事業活動に関して、確認、検証、認証の役目のうち一つを行うこと。しかし

要請があれば、理事会は単一の任命運営機関に対し、単一の CDM 事業活動内でこれらの役目

を全て果たすことを認めることがある。

(f) ++　確認・検証・認証行った全 CDM 事業活動に関する、一般公表リストを整備すること。

(g) ++ 理事会に対し年次活動報告を提出すること。

(h) ++ 理事会が要請するとおり、CDM 事業参加者から得られる情報を一般に公表すること。部

外秘ないし丸秘と記された情報は、国家法により求められる場合を除いて、情報提供者の書面

による同意無くして公表してはならない。第 41 パラグラフに定められているとおり追加性を

判断するため、ベースライン方法論とその適用について説明するため、そして第 35 パラグラ

フ（c）に記載されている環境的影響評価を支援するために使用される情報は、部外秘ないし

丸秘とは見なされない。

F. 参加規定

２７． CDM 事業活動への参加は自発的なものである。（FCCC/CP/2000/5/Add.3  (Vol V),
para 38, page 42）

２８． CDM 参加締約国は、CDM のための国家当局を任命すること。(FCCC/CP/2000/5/Add.3
(Vol V), para43, page 43)

２９． 非附属書 I 締約国は、京都議定書締約国であれば CDM 事業活動に参加してよい。
(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para 39 a, page 42)

３０． +　第 31 パラグラフの規定にしたがい、 附属書 B に記載されたコミットメントを有す

る附属書 I 締約国は、以下の適格性規定を遵守していれば、第 3 条第 1 パラグラフのコミッ

トメントの一部を遵守するために、関連の規定に則って発行される CER を使用して良い。

(a) ++ 京都議定書締約国である。

(b) 「京都議定書における遵守についての手順とメカニズム[についての合意を承認しているこ

と][についての関連の規定にしたがっていること][その他受け入れ可能な記述]
(c) ++　第 3 条第 7・8 パラグラフに則り、第 7 条第 4 パラグラフにもとづく割当量計算方法にし

たがって、割当量を設定していること。

(d) ++　第 5 条第 1 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、モ

ントリオール議定書が管理していない全ての温室効果ガスの排出源からの人為的排出量及び

吸収源からの人為的吸収量の推計に関する国家制度を有していること。

(e) ++　第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、国

内登録簿を設置していること。

(f) +　第 5 条第 2 パラグラフ及び第 7 条第 1 パラグラフと、これにもとづいて決定された京都議
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定書附属書 A のセクター/排出源カテゴリーからの温室効果ガス排出量に関するガイドライン

の要件にしたがって、直近の年次目録を提出しており、引き続き年次目録を提出し続けること。

(g) 　第 7 条第1 パラグラフ及びそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって割当

量に関する補完的情報を提出し、第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて定められたガイドラ

インの要件にしたがって、第 3 条第 3・4 パラグラフにおける活動など、第 3 条第 7・8 パラグ

ラフに則って、割当量への追加及び割当量からの差し引きを行うこと。

(h) 　決定-CP.6(第 17 条)の第 6 から第 9 パラグラフにしたがって、コミットメント期間準備量を

保持していること。

３１． ++　附属書 B に記載されたコミットメントを有する附属書 I 締約国は以下の通りである

と見なされる：

(a) +　遵守委員会の執行部門が、決定-/CP.6（遵守）にしたがって、当該締約国がこれらの要件を

満たしていないと判断するのでなければ、あるいはそれ以前に、遵守委員会の執行部門が京都

議定書第 8 条にもとづく専門家レビュー・チームの報告書が示すこれらの要件に関する実施の

疑義について手続きを行わないことを決定し、それを事務局に伝えているのであれば、第 7 条

第 4 パラグラフにもとづく割当量計算に適用される方法にしたがって、第 3 条第 7・8 パラグ

ラフに則った割当量の設定を促進し、排出量と割当量を計算する能力を実証するための報告書

を提出してから 16 ヵ月経過した後に、上記第 30 パラグラフに記載されている適格性要件を満

たしている。

(b) ++　遵守委員会の執行部門が、当該締約国が適格性要件を一つ以上満たしていないと決定し、

当該締約国の適格性を一時停止して、その情報を事務局に伝えなければ、そしてそうするまで、

上記第 30 パラグラフに記載された適格性要件を満たし続けている。

３２．事務局は以下についての一般公表リストを整備すること。

(a) 京都議定書締約国である非附属書 I 締約国

(b) 第 30 パラグラフの参加要件を満たしていない、あるいは一時停止を受けている附属書 I 締約

国

G. 確認及び登録

３３．++　確認は、後述の附属書 B に概説されている通り、事業設計文書をもとに、決定-/CP.6
（第 12 条）及び本添付書に示された CDM 規定に照らして、任命された運営機関が事業活動を独

立的に評価するプロセスである。

３４．++　登録とは、理事会が確認された事業を CDM 事業活動として正式に認めることである。

登録は、当該事業活動関連の検証・認証・CER 発行における必要条件である。

３５．++　事業活動を確認するために事業参加者によって選ばれた指定運営機関――彼らと契約

を結んでいる――は、以下の要件が満たされていることを確認すべく、事業設計文書とあらゆる

裏づけ資料をレビューすること。

(a) ++　第 27 から 28 パラグラフに示される参加要件が満たされていること。

(b) ++　現地の利害関係者によるコメントが呼びかけられ、受け取ったコメントのサマリーが提

出され、コメントに対して正当な考慮がいかになされているかについて任命された運営機関

への報告が受領されていること。

(c) ++　事業参加者が、国境を越えた影響などその事業活動に対する環境影響評価分析に関する

書類を任命された運営機関に提出しており、事業参加者やホスト締約国がその影響を重大で

あると考えた場合は、ホスト締約国に要請されたとおりの手順に従って環境影響評価が行わ

れていること。

(d) ++　当該事業活動は、第 41―50 パラグラフに則り、提案される事業活動が無かった場合に

起こり得たことに対して追加的な温室効果ガス排出源からの人為的排出量削減となることが

期待される。

(e) ++　ベースラインとモニタリングについての方法論は以下に関わる要件を遵守しているこ

と：

(i) +　理事会により以前認可された方法論、あるいは

(ii) +　第 36 パラグラフに示されるとおり、新しい方法論を確立するための方法及び手順

(f) ++　モニタリング・検証・報告の規定は、決定-/CP.6（第 12 条）及び本添付書に従う。

(g) +　事業活動は、決定-/CP.6（第 12 条）及び本添付書、COP/MOP と理事会による関連の決

定における CDM 事業活動に関するその他全ての要件に従うこと。
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３６．任命された運営機関が、当該事業活動が第 35 パラグラフ(e) (ii)に記載される新方法論を使

用しようとしていると判断する場合、同機関は当該事業活動登録の提出に先だって、レビューに

供すべく方法論案を理事会に提出すること。理事会は早急に、――できれば 3 ヶ月以内に――

COP/MOP に採択を提言される新方法論案をレビューすること。COP/MOP が一度採択を行った

なら、理事かいは採択された方法論を一般公表すべきこと。任命された運営機関は、事業活動の

確認を進めて良い。理事会がこのような方法論を承認した場合は必ず、関連のガイダンスと共に

公表されるべきこと。このような方法論が理事会によって一度認められれば、任命された運営機

関は事業活動の確認を進めて良い。

３７．++　方法論の改訂は、第 36 パラグラフに示されているとおり、新方法論確立の方法と手

順にしたがって行われるべきこと。認可された方法論に対するいかなる改訂も、改訂日後に登録

される事業活動にのみ適用され、クレジット期間中にある既に登録済みの事業活動に影響を与え

ることはない。

３８．++　任命された運営機関は

(a) オプション１：理事会への確認報告書の提出に先立ち、当該事業活動がホスト締約国の持続

可能な開発の達成に役立つことの確認書など、ホスト締約国の指定国家当局からの正式な承

認書を事業参加者から受け取っていること。

オプション２：理事会への確認報告書の提出に先立ち、

(i)   当該事業活動がホスト締約国の持続可能な開発の達成に役立つことの確認書など、ホス

ト締約国の指定国家当局からの正式書簡を事業参加者から受け取っていること、及び

(ii) 各関係締約国の指定国家当局から CDM 事業活動の承認を得ていること。

(b) ++　第 26 パラグラフ(h)に盛り込まれた守秘規定にしたがい、事業設計文書を公表すること。

(c) ++　締約国・利害関係者・UNFCCC 認定の非政府組織から確認要件について 30 日以内にコ

メントを受け取り、それを公表すること。

(d) ++　コメント受領締切後、提供された情報をもとに、また受け取ったコメントを考慮して、

当該事業活動を有効とすべきかどうかについて決定を行うこと。

(e) ++　事業参加者に対し、事業活動の確認に関する決定を伝えること。事業参加者への通知に

は以下が含まれる。

(i) ++　確認の証明及び理事会への確認報告書提出日

(ii) ++　文書化された当該事業活動が確認に必要な要件を満たしていないと判断された場合は、

不受理の理由説明。

(f) +　提案された事業活動が有効であると決定した場合は、有効とされた事業設計文書、サブパ

ラグラフ(a)に記載された書簡、受け取ったコメントに対しいかに正当な考慮が行われたかの

説明を含む登録要請を理事会に提出すること。登録要請は確認報告書の形式で行われるべき

こと。

(g) ++　その確認報告書を公表すること。

３９．+　理事会による登録は、当該事業活動参加締約国ないし、理事会メンバーの 4 分の１以上

が当該 CDM 事業活動案のレビューを求めなければ、理事会が登録要請を受け取った日から

60 日後に終了するとみなされる。理事会によるレビューは、以下の規定にしたがって行わ

れるべきこと。

(a) ++　確認要件に関わる問題に関係していること。

(b) ++　レビュー要請後 2 回目の会合までに、事業参加者と一般の人々に結果と理由を伝えて、

完了すること。

４０．++　承認されない事業活動案は、それが手順に従っており、一般のコメントに関するもの

など確認と登録の要件を満たしているのであれば、適切な改訂を行った後、確認及びそれに

引き続いての登録のために再検討されることもある。

４１．++　登録された CDM 事業活動が無かった場合に起こり得たものよりも排出源からの温室

効果ガス人為的排出量が削減されれば、CDM 事業活動は追加的である。

４２．+　CDM 事業活動のベースラインとは、提案される事業活動が無かった場合に起こり得る

温室効果ガスの排出源による人為的排出を合理的に示したシナリオである。ベースラインは、附

属書 A に列挙されている事業域内の全てのガス、セクター、排出源カテゴリーからの排出量を網

羅すべきこと。ベースラインは、第 35，36 パラグラフに言及されているベースライン方法論を

使って出された場合には、提案される事業活動が無い場合に起こり得る排出源による人為的排出

量を合理的に示すものであると考えられるべきである。
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４３．++　ベースラインは以下のように設定されるべきこと。

(a) ++　決定-/CP.6(第 12 条)及び本添付書にある承認された新方法論使用に関する規定に則り、事

業参加者によって；

(b) ++　アプローチ・仮定・方法論・パラメーター・データ源・重要ファクター・追加性の選定に

関して透明性のある保守的な方法で、また不確実性を考慮に入れ；

(c) ++　事業別のベースで；

(d) ++　決定-/CP.6（第 12 条）及び COP/MOP の関連決定で規定されたクライテリアを満たす小

規模 CDM 事業活動については、そのような活動のために作成された簡便化された手順に則っ

て；

(e) ++　部門改革の取り組み、地元の燃料入手可能性、電力部門拡大計画、事業部門の経済状況な

ど、関連の国家及び/ないし部門ごとの政策や状況を考慮して。

４４．++　ベースラインには、排出源による将来の人為的排出量がホスト締約国に固有の状況に

より現在のレベルよりも高くなると予想されるようなシナリオが含まれることがある。

４５．++　ベースラインは、不可抗力による活動レベル低下によって CER が得られることのな

いような方法で定められるべきである。

４６．++　事業活動のベースライン方法論を選ぶ際、事業参加者は、理事会によるあらゆるガイ

ダンスを考慮し、以下のアプローチの中から当該事業活動にとって最適だと思われるものを選び、

その選択の正当性を示すこと。

(a) ++　適用可能であれば、既存の実質的あるいは過去の排出量

(b) ++　投資に対するバリアを考慮して、経済的に魅力的なやり方となる技術による排出量

(c) ++　似たような社会的・経済的・環境的・技術的状況において過去 5 年間に行われた、そし

てその実績がそのカテゴリー中上位 20％に入る同様の事業活動による平均的排出量。

４７．++　事業参加者は、提案される事業活動のものとして以下の選択肢の中からクレジット期

間を一つ選択すべきこと。

(a) ++ 最長 7 年間で最大 2 回まで更新可能。各更新時において、当初の事業ベースラインが依然

有効である、ないし適用可能な場合は新しいデータを考慮に入れて更新されているということを、

任命された運営機関が判定し、理事会に通知することを条件とする。

(b) ++　最大 10 年間で更新のオプションは無し。

４８．++　排出源による人為的排出量削減は、それぞれ第 57、60(f)パラグラフにあるモニタリン

グ規定と検証規定にしたがって、リーケージ調整されるべきこと。

４９．++　リーケージとは、事業の域外で発生する排出源による人為的温室効果ガス排出量の正

味変化であり、計測可能かつ CDM 事業活動に起因するものであると定義される。

５０．++　事業領域には、事業参加者の管理下における、大規模で CDM 事業活動に起因すると

考えられる、温室効果ガスの排出源による全人為的排出量が含まれるべきこと。

H.モニタリング

５１．++　事業参加者は、事業設計文書の一部として、以下を記載するモニタリング計画を含め

ること。

(a) ++　クレジット期間中に事業域内で発生する排出源による温室効果ガスの人為的排出量及び/
ないし吸収源による人為的吸収量を推計ないし計測するのに必要なあらゆる関連データの収

集及び保管。

(b) ++　クレジット期間中に事業域内で発生する排出源による温室効果ガスの人為的排出量のベ

ースライン決定に必要なあらゆる関連データの収集及び保管。

(c) ++　多大でクレジット期間中の事業活動に起因すると考えられる事業域外での排出源による

温室効果ガスの人為的排出量増加に関するあらゆる潜在的原因の同定、及びそれらに関する

データの収集と保管。

(d) ++　第 35 パラグラフ(c)の規定に関連する情報の収集と保管。

(e) ++　モニタリング・プロセスに関する品質保証及び品質管理手順。

(f) ++　提案される CDM 事業活動による排出源からの人為的排出削減量を定期的に計算する手

順、及びリーケージ効果に関する手順。

(g) ++　上記サブパラグラフ(c)及び(f)に述べられている計算に含まれる全ステップの文書化。

５２．+　提案される事業活動のモニタリング計画は、上記の第 35、36 パラグラフにしたがって、
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以下の通り、前もって認められたモニタリング方法ないし新規の方法をベースとすべきこと。

(a) ++　提案される事業活動の状況にとって適切な場合には、任命された運営機関によって決定

され、他の場所での適用が成功しているもの。

(b) ++　その事業活動タイプに適切な良好なモニタリング慣行を反映していること。

５３． 決定-/CP.6（第 12 条）及びCOP/MOP による関連決定で規定されたクライテリアを満たす

小規模 CDM 事業活動については、事業参加者は第 35、36 パラグラフにしたがって簡便型

のモニタリング方法を使用して良い。

５４． ++　事業参加者は、登録済みの事業設計文書に盛りこまれたモニタリング計画を実施すべ

きこと。

５５． モニタリング計画を改定するには、その改訂により情報の正確さ及び/ないし完全度が高ま

るという事業参加者による理由付けが必要であり、関連の任命された運営機関により確認

を受けるべきこと。

５６． +　登録されたモニタリング計画とその改訂版を実施することは、それが適用可能な場合は、

CER の検証・認証・発行の条件となるべきこと。

５７． ++　人為的排出削減量をモニタリングし報告した後、登録された方法論を用いて、ベース

ライン排出量から排出源による実際の人為的排出量を差し引き、リーケージ調整を行って、

一定期間中の CDM 事業活動による CER を計算すること。

５８． ++　事業参加者は検証作業を実行するために事業参加者と契約した指定運営機関に対し、

検証と認証のため、第 51 パラグラフに示された登録モニタリング計画にしたがってモニタ

リング報告書を提出すること。

I. 検証及び認証

５９． ++　検証とは、定期的な独立的レビューであり、検証期間中の登録された CDM 事業活動

の結果として発生した、排出源からのモニターされた温室効果ガス人為的排出削減量を、

任命された運営機関が事後的に判断することである。認証とは、一定期間中に、事業活動

が排出源からの温室効果ガス人為的排出削減を検証のとおりに達成したということを示す、

指定運営機関による書面の保証である。

６０． ++　第 26 パラグラフ(ｈ)にある守秘規定にしたがって、検証作業を行うべく事業参加者と

契約した指定運営機関は、モニタリング報告を公表すべきこと。

(a) ++　提出された事業文書が登録済み事業設計文書と決定-/CP.6（第 12 条）及び本添付書の関

連規定にある要件に則っているかを判断する。

(b) ++　実績記録のレビュー、事業参加者及び現地の利害関係者との面談、計測値の収集、既存

の慣行の観察、モニタリング装置の正確性検査など、適当な場合には実地調査を行うこと。

(c) ++　適当な場合には、別の情報源からの他のデータも使用すること。

(d) ++　モニタリング結果をレビューし、排出源による人為的排出削減量推計のモニタリング方

法が正しく適用されており、その文書化が完全で透明性の高いものであることを検証するこ

と。

(e) ++　必要であれば、将来のクレジット期間に対するモニタリング方法に適切な変更を加える

よう、事業参加者に提言すること。

(f) ++　登録済み事業設計文書及びモニタリング計画に盛り込まれた手順に則した計算手順を用

いて、サブパラグラフ(a)にもとづき発生した、及び適当な場合には，サブパラグラフ(b)及び

/ないし(c)のもとで得られるデータや情報に基づき、事業が無ければ起こり得なかった、排出

源による温室効果ガス人為的排出削減量を測定すること。

(g) ++　実際の事業活動及びその運営と登録済み事業設計文書との一貫性に関するあらゆる問題

を同定し、事業参加者に伝えること。事業参加者はその問題に対処し、新たな関連情報を提

供すべきこと。

(h) ++　事業参加者、関係締約国、理事会に検証報告書を提供すること。同報告書は公表される

べきこと。

６１．++　検証報告書に基づき、任命された運営機関は、当該 CDM 事業活動が無ければ起こり

得なかった排出源による温室効果ガスの人為的排出削減量を、同事業活動が一定期間中に検証の

通り達成したということを書面にて認証すること。運営機関は、事業参加者、関係締約国、理事

会に対し、認証プロセスの終了後直ちに、書面により認証決定を報告し、認証報告書を公表すべ
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きこと。

J.　認証排出削減量の発行

６２． ++　認証報告書には、排出源による温室効果ガスの人為的排出削減量について、検証され

た量に等しい CER を発行する理事会への依頼が含まれる。

６３． +　事業活動参加締約国、あるいは理事会メンバーの 4 分の１以上が提案された CDM 事業

活動のレビューを要請しなければ、発行依頼受領日から 15 日後に発行が終了すると見なさ

れるべきこと。このようなレビューは、任命された運営機関の詐欺・不法行為・無能力と

いう問題に限定され、以下の通り行われなくてはならない。

(a) ++　このようなレビューの要請を受けたら、次回会合において理事会は取るべき行動につい

て決定すること。その要請が正当であると決定した場合は、理事会はレビューを行い、提案

されている CER の発行を承認すべきかどうかを決定すること。

(b) ++　理事会は、レビューを行う決定後 30 日以内にレビューを終了すること。

(c) ++　理事会は、事業参加者に対しレビューの結果を報告し、提案されている CER 発行の承認

についての決定とその理由について公表すること。

６４． CDM 事業活動に対して CER を発行するよう理事会から指導を受けたら、理事会の権限下

で活動している CDM 登録管理者は、後述の附属書 D に従い、CDM 登録簿にある理事会

の保留口座(pending account)に対し一定量の CER を早急に発行すること。このような発

行があったら、CDM 登録管理者は早急に以下を行うこと。

(a) 管理費用を賄い、適応コストを賄う一助とするための収益金分担分に相当する量の CER をそ

れぞれ、第 12 条第 8 パラグラフにしたがい、CDM 登録簿における収益金分担管理用の適切

な口座に移転する。

(b) 締約国と関係事業参加者の登録口座に、その要請にしたがって残りの CER を移転する。
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附属書 A

｛注記：ホスト締約国がこれ（para 38 (e)の下）を判断するという規定との整合性のために削除

された para 1 (f) (ii)を除いて、FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V)からの全附属書が維持された。｝

運営機関認可基準

６５．運営機関は

(a) 法的機関（国内法的機関でも国際機関でもよい）であり、理事会に対しそのステータスに関

する書類を提出すること。

(b) 責任者のもとで、実施作業のタイプ・規模・量に関して確認・検証・認証の務めを行うのに

必要な能力を有する十分な数の人員を雇っていること。

(c) 資金的に安定しており、活動に必要な保険カバーと資金を有していること。

(d) その活動により生じる法的・資金的信用性をカバーする十分な手配があること。

(e) 特に組織内での役割配分のための手順や、苦情処理手順など、その役割を果たすための文書

化された組織内手順書を有していること。このような手順書は公表されるべきこと。

(f) 本決定及び COP/MOP による関連の決定に規定されている役目を果たすのに必要な専門知識、

特に以下に関する十分な知識と理解を有していること。

(i) CDM 運営に関する方法・手順・ガイドライン、理事会に関係ある COP/MOP による決定

(ii) CDM 事業の確認・検証・認証に関わる環境的問題

(iii) ベースライン設定や排出量及びその他環境的影響のモニタリングにおける専門知識など、

環境問題関連の CDM 活動における技術的側面

(iv) 関連の環境監査に関する要件と方法論

(v) 排出源による人為的排出量計算の方法論

(g) 管理のレビューや確認・検証・認証の決定など機関の役割における実績と実施において全般

的な責任を持つ管理機構を有すること。運営機関候補者は理事会に対し以下を公表すること。

(i) 経営者・役員・管理職・その他従業員の氏名・資格・経験・契約条件

(ii) 経営者を始点とした権限・責任・役割分担の流れを示す機構図

(iii) 管理職レビューを実施するための方針と手順

(iv) 文書管理など管理手順

(v) 運営機関従業員の採用及び訓練のため、確認・検証・認証機能を果たす彼らの能力保証の

ため、彼らの実績をモニタリングするための組織の方針と手順

(vi) 苦情・抗議・紛争処理の手順

(h) 背任行為・詐欺及び/ないし指定運営機関としての役割に沿わないその他の行為に対する係争

中の裁判が無いこと。

６６．運営機関候補は以下にある運営上の要件を満たしていること。

(a) 信頼性のある、独立した、差別的でない、透明性の高いやり方で作業を行い、適用可能な国

内法を遵守し、特に以下の用件を満たしていること。

(i) 運営機関候補は、その運営の公正さを保証する規定など、公正さを確保する機構図を有し

ていること。

(ii) その機関が大きな組織の一部であり、その組織の一部が CDM 事業活動の同定・開発・資

金供与に関与している、あるいは関与する可能性がある場合は、運営機関候補は以下のこ

とを行うこと：

－　当該組織の実質及び潜在的 CDM 活動の全てについて理事会に言明し、組織のうちど

の部分がどの CDM 活動に関与するのかを示すこと。

－　理事会に対し、組織の他部署との連携について明確に述べ、利害の衝突が無いことを

実証すること。

－　運営機関としてのその機能と、それが持ちうるその他の機能との間に実質的ないし潜

在的な利害衝突は無いということを理事会に対して実証し、公正さに対して同定されてい

るあらゆるリスクの低減化のため事業がいかに管理されているかを実証すること。このよ

うな実証では、運営機関候補内で生じるものであろうと関連機関の活動から生じるもので

あろうと、利害衝突のあらゆる潜在的根源を全て網羅していなくてはならない。

－　運営機関がその経営者及びスタッフともに、その判断に影響を与えたり、活動に関す

る判断の独立性や誠実性における信用を危うくしたりするいかなる商業上・資金上・その
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他のプロセスにも関与していないということと、この点について適用されるいかなる規則

をも遵守しているということを、理事会に対して実証すること。

(b) 本添付書にある規定にしたがって、CDM 事業参加者から得た情報の守秘性を保護する適切な

手配を有していること。

附属書 B
事業設計文書

事業活動は、事業設計文書に詳細に記述され、以下を含んでいるべきこと：

(a) 事業についての説明。事業の目的、事業の技術的説明、事業境界についての説明から成る。

(b) 提案されるベースライン方法論：

(i) 承認された方法論の適用

 　－　標準

　 －　その他

　　(ii) 新しい方法論

　　　　－　ベースライン計算方法と選択の根拠についての記載

　　　　－　事業の推定運営期間の根拠と提案されるクレジット期間

　　　　－　重要パラメーター、ベースライン推計に使用されるデータ源と仮定、不確実性の評

価に関する記載

　　　　－　年ごとのベースライン排出量及び排出削減量の予想

　　　　－　当該ベースライン方法論が潜在的なリーケージにどう対処しているかの説明

　　　　－　新しいベースライン方法の場合は、その長所・短所についての評価

(c) 当該事業活動が追加性要件をいかに満たしているかの説明

(d) 環境影響評価の文書化。事業参加者ないしホスト締約国がそのような影響が甚大であると考

える場合には、ホスト締約国の求めにしたがい手順に則って行われた環境影響評価の結果と

その裏づけ文書の参照。

(e) 資金源と、その資金供与が追加的であることの実証

(f) 利害関係者によるコメント：そのプロセスについての簡単な説明、受け取ったコメントのサ

マリー、受け取ったコメントについていかに正当な考慮が行われたかについての報告書

(g) モニタリング計画：

(i) 正確性・比較可能性・完全性・有効性に関するデータの必要性とデータの品質の見極め

(ii) モニタリング・収集・報告に関する品質保証及び品質管理規定など、データ収集とモニタ

リングに使われる方法論

(h) 以下の計算のために提案される計算式

(i) 事業域内における、甚大かつ事業活動に起因すると考えられる、排出源による人為的排出

量

(ii) 事業域外であり登録されたベースライン・シナリオの地理的エリア内における、甚大かつ

事業活動に起因すると考えられる排出源による人為的排出量

(iii) 上記サブパラグラフ(h) (i)及び(h) (ii)における排出源による全人為的排出量

(iv) 登録されたベースライン・シナリオの地理的エリア内において承認された方法論を使っ

て計算された、事業活動に起因する排出源による全人為的排出量の比較

(v) 事業活動に起因するものと考えられるが登録されたベースライン・シナリオの地理的エリ

ア外における排出源による人為的排出量変化を説明するために理事会から求められるそ

の他の要因

(vi) 本添付書の第 57 パラグラフに則した、一定期間中の人為的排出削減量

(i) 参考

附属書 C
ベースライン及びモニタリング方法に関するガイドラインを設定するための条件

理事会は、専門家を頼りに、CDM に関する方法と手順にしたがって以下を行うこと：

(a) 以下のためにベースラインとモニタリングに関する方法論について一般的なガイダンスを作
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成する：

(i) 決定-/CP.6（第 12 条）及び本添付書に盛り込まれているベースライン及びモニタリングの

方法論に関する規定を推敲するため。

(ii)一貫性・透明性・予想可能性を高めるため。

(iii) 正味の人為的排出削減量が実質的で計測可能なものであり、事業域内でおこったことを

正確に反映するものであると保証する厳格さを与えるため。

(iv)様々な地理的エリアや、決定-/CP.6（第 12 条）及び COP/MOP の関連の決定にしたがっ

て適格とされる事業・カテゴリーに対しての適用可能性を保証するため。

(b) 以下の分野において具体的なガイダンスを与える：

(i) ベースライン設定及び/ないしモニタリングにおいて共通の方法論的特性を示すプトジェ

クト・カテゴリー（セクター、サブセクター、事業のタイプ、技術、地理的エリアなどに

もとづく）の定義

(ii) 事業活動が無かった場合に起こり得たことを妥当に示していると考えられるベースライ

ン方法論

(iii) 一貫性及びコスト効果性が必要であるということを考慮に入れて、当該事業活動の結果

としての実質的な人為的排出削減量の正確な計測値を出せるモニタリング方法

(iv) 同定された事業・カテゴリーにつき、データの入手可能性を考慮に入れ、地理的合計の

レベル（世界的・国別・デフォルトなど）に関するガイダンスが方法論に含まれなければ

ならない。

(v) 関連の状況を考慮して最適な方法が確実に選択されるよう、適当な場合には、選択の手引

としてのデシジョン・ツリーやその他の方法論的ツール

(vi) 可能かつ適当な場合には、事業活動が無かった場合に起こり得たことの妥当な推計が可

能となるような方法論に関する適当なレベルの標準化。標準化は、人為的排出の削減量の

過大推計を避けるべく控えめでなくてはならない。

(vii) ベースラインの一部として含まれるべき全温室効果ガスの計算など事業境界の裁定と、

モニタリング。リーケージの影響と、適切な事業境界設定の提言、リーケージ・レベルの

事後評価方法。

(viii) 事業のクレジット期間

(ix) 部門改革の取り組み、地元の燃料入手可能性、電力部門拡大計画、事業活動に関連する

部門内の経済的状況など、適用可能な国家政策及び国家ないし地域固有の状況を斟酌する

方法

(c) 以下を考慮に入れること：

(i) ホスト国ないし適切な地域における現行の慣行及び観察される傾向

(ii) 活動ないし事業のカテゴリーにおける最も低コストな技術

(d) 小規模事業のベースラインとそのモニタリングについて簡便化した方法論を、優先的に開発

すること。

附属書 D
クリーン開発メカニズム登録要件

１． 理事会は、非附属書 I 締約国による CER の発行・保持・移転・取得を正確に計算することを

保証すべく、CDM 登録簿を設置し整備すること。理事会はその権限下において登録簿を整

備する登録簿管理者を特定すること。

２． CDM 登録簿は、CER の発行・保持・移転・取得関連の共通データを持つ標準化された電子

データベースの形を取ること。CDM 登録簿の構造とデータ形式は、国内登録簿・CDM 登録

簿・独立した取引記録の間で正確で透明性が高く効率的なデータ交換が行われるよう保証す

るために、COP/MOP で採択される技術基準に合わせること。

３． CDM 登録簿は以下の口座を持つこと：

(a) 理事会用に保留(pending)口座を一つ。他の口座に移転される前に CER がここの口座に

発行される。

(b) CDM 事業活動を主宰ないし口座を希望する各非附属書 I 締約国に対し、最低一口座。

(c) 指定運営機関の認定が差し戻しないし一時停止された場合に、理事会が決定した通り、

過剰発行された CER に相当する ERU、CER、AAU を取り消すための口座を最低一口。

(d) 管理費用をカバーし、第 12 条第 8 パラグラフにしたがって適応コストを賄う一助とする
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ための収益金分担分に相当する CER の保持・移転用に最低一口座。このような口座はそ

れ以外で ERU、CER、AAR を取得しない可能性がある。

４． 各 CER は一定時において一登録簿の一口座においてのみ保有されるべきこと。

５． CDM 登録簿の各口座は、以下の要素から成る特異な口座番号を有すること。

(a) 締約国/機関識別子：口座を保管されている締約国は、国際標準化機構(ISO 3166)が定める 2
文字の国コードを使用する。あるいは、保留口座や収益金分担分相当の CER を管理する口座

の場合には、理事会ないしその他適切な組織；

(b) 固有ナンバー：締約国ないし口座が保管されている組織用に、その口座に対する固有ナンバ

ー

６． CDM 事業活動に対し CER を発行するよう理事会から指示されたら、第 7 条第 4 パラグラフ

の割当量計算方法に示される取引手順に従い、登録簿管理者は以下を行うこと：

(a) 理事会の保留口座に対し、特定量の CER を発行する。

(b) 管理費用をカバーするためと、第 12 条第 8 パラグラフにしたがって適応コストを賄う一助と

するための収益金分担分に相当する量の CER を、CDM 登録簿内におけるこのような CER
の保持・移転用の適切な口座に移転する。

(c) 残りの CER を、配分協定に定められている通り、事業参加者と関係締約国の登録簿口座に移

転する。

７． 各 CER は、以下の要素から成る固有の連続ナンバーを有すること。

(a) コミットメント期間：当該 CER が発行されるコミットメント期間

(b) 発生元締約国：CDM 事業活動を主宰した締約国であり、ISO3166 で定められた 2 文字の国

コードを使用すること。

(c) タイプ：CER としての単位を特定する。

(d) 固有ナンバー：特定されたコミットメント期間と発生元締約国ごとの CER 固有ナンバー

(e) 事業識別子：発生元締約国ごとに CDM 事業活動に固有のナンバー

８． 任命された運営機関の認定が差し戻されたり一時停止されたりした場合、過剰発行された

CER に相当する ERU,CER,及び/ないし AAU は、理事会が定めたとおり、CDM 登録簿の取

り消し口座に移転されるべきこと。このような ERU,CER,AAU は、締約国による第 3 条第 1
パラグラフのコミットメントの遵守を証明するためにそれ以上移転されたり使用されたりし

ない可能性がある。

９． CDM 登録簿は、公開情報を記録し、興味のある人が検索し閲覧できるようインターネット

のユーザー・インターフェースで一般に対してアクセス可能としなくてはならない。

１０． 第 9 パラグラフに言及された情報には、CDM 登録簿に関係のある以下の口座情報が含

まれるべきこと。各口座番号は：

(a) 口座名：口座保有者

(b) 代表者識別子：口座保有者の代表。締約国/組織の識別子（ISO3166 で定められた 2 文字の国

コード）と、当該締約国ないし組織の代表者に固有のナンバーを用いる。

(c) 代表者名と連絡先情報：口座保有者代表のフルネーム、郵便用住所、電話番号、ファックス

番号、E メール・アドレス

１１． 第 9 パラグラフに言及されている情報には、CER が発行された各事業識別子につき、以

下の CDM 事業活動情報が含まれているべきこと。

(a) 事業名：CDM 事業活動に固有な名前

(b) 事業地：CDM 事業活動が立地された締約国及び町や地域

(c) CER 発行年：CDM 事業活動の結果として CER が発行された年

(d) 運営機関：CDM 事業活動の確認・検証・認証に関与した運営機関

(e) 報告書：本添付書の規定にしたがい公表できるような、ダウンロード可能な電子文書

１２． 第 9 パラグラフに言及されている情報には、各暦年（グリニッジ標準時刻にしたがい定

められる）につき、当該 CDM 登録簿関連の以下の保有・取引情報が連番で含まれるべきこ

と。

(a) 年初の各口座内 CER
(b) 発行された CER
(c) 移転された CER 及び、取得口座と登録簿の特定

(d) 第 8 パラグラフに従い取り消された、ERU,CER,AAU
(e) 各口座内に現在保有されている CER
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決定草案- /CP.6 （第 1 7 条）

排出権取引のための方法・規則・ガイドライン

締約国会議は

その決定-/CP.6（メカニズム）を意識し、

１． 後述添付書にある排出権取引のための方法・規則・ガイドラインを採択することを決定する。

２． ガイドラインの今後の改定は、COP/MOP の採用する手順規則にしたがって決定されるべき

であることをさらに決定する。第 1 回レビューは、必要であれば SBSTA の技術的助言を拠

りどころに SBI の提言にもとづいて、第 1 次コミットメント期間終了後 1 年以内に行われる

べきこと。その後のレビューは、以降定期的に行われるべきこと。

３． 附属書 II 締約国に対し、添付書 B に記載されているコミットメントを有する市場経済移行中

の附属書 I 締約国の京都議定書第 17 条にもとづく排出権取引参加を促進するよう促す。

４． COP/MOP が第 1 回会合で以下の決定を採択するよう提言する。

決定-/CMP.1 （第 1 7 条）

排出権取引のための方法・規則・ガイドライン

COP/MOP は

決定-/CMP.1（メカニズム）、-CMP.1(第 6 条)、-/CMP.1（第 12 条）、-/CMP.1（割当量計算方法）、

決定-/CP.6（遵守）を意識し、

１． 決定-/CP.6（第 17 条）にしたがって取られるあらゆる措置と、適当な場合には COP による

その他関連の決定を確認し、最大限の効果を上げることを決定する。

２． 附属書 II 締約国に対し、添付書 B に記載されているコミットメントを有する市場経済移行中

の附属書 I 締約国の京都議定書第 17 条にもとづく排出権取引参加を促進するよう促す。
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添付書

排出権取引のための方法・規則・ガイドライン

１．本添付書用に、第 1 条にある定義と、第 14 条の規定を適用すべきこと。さらに：

(a) 「排出削減単位」すなわち「ERU」は、第６条及びそれにもとづく要件に則して[発行される][移
転される]単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂さ

れる、地球温暖化係数を用いて算定される、二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。

(b) ++「認証排出削減量」すなわち「CER」は、第 12 条及び同条文における要件に則して発行

される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂され

る、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1 メトリック・トンに相当する。
(FCCC/CP/2000/5/Add.3 (Vol V), para d, page 79)

(c) オプション１：「割当量単位」すなわち「AAU」は、決定-/CMP.1(割当量計算方法)中の登録

簿に関する関連規定に則して発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるい

は第 5 条にしたがい以降改訂される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算 1
メトリック・トンに相当する。

 オプション２：「割当量の一部」あるいは「PAA」は、議定書第 17 条及びその要件に則って

発行される単位であり、決定 2/CP.3 により定められる、あるいは第 5 条にしたがい以降改訂

される、地球温暖化係数を用いて算定される二酸化炭素換算排出量 1 メトリック・トンに相

当する。

 ２．+　第 3 パラグラフの規定にしたがい、附属書 B に記載されるコミットメントを有する附属

書 I 締約国は、以下の適格性要件を遵守していれば、関連の規定にしたがって発行される

ERU,CER、AAU を移転及び/ないし取得する資格がある：

(a) ++　京都議定書締約国であること

(b) 「京都議定書における遵守についての手順とメカニズム」[についての合意を承認しているこ

と][についての関連の既定にしたがっていること][その他受け入れ可能な記述]。
(c) ++　第 3 条第 7・8 パラグラフに則り、第 7 条第 4 パラグラフにもとづく割当量計算方法に

したがって、割当量を設定していること。

(d) ++　第 5 条第 1 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

モントリオール議定書が管理していない全ての温室効果ガスの排出源からの人為的排出量及

び吸収源からの人為的吸収量の推計に関する国家制度を有していること。

(e) ++　第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって、

国内登録簿を設置していること。

(f) +　第 5 条第 2 パラグラフ及び第 7 条第 1 パラグラフと、これにもとづいて決定された京都議

定書附属書 A のセクター/排出源カテゴリーからの温室効果ガス排出量に関するガイドライン

の要件にしたがって、直近の年次目録を提出しており、引き続き年次目録を提出し続けるこ

と。

(g) 第 7 条第 1 パラグラフ及びそれに基づいて決定されたガイドラインの要件にしたがって割当

量に関する補完的情報を提出し、第 7 条第 4 パラグラフとそれに基づいて定められたガイド

ラインの要件にしたがって第 3 条第 3 パラグラフにおける活動など、第 3 条第 7・8 パラグラ

フに則って、割当量への追加及び割当量からの差し引きを行うこと。

(h) 決定-CP.6(第 17 条)の第 6・9 パラグラフにしたがって、コミットメント期間準備量を保有し

ていること。

３． ++　附属書 B に記載されたコミットメントを有する附属書 I 締約国は、以下であると考えら

れるべきこと：

(a) +　遵守委員会の執行部門が、決定-/CP.6（遵守）にしたがって、当該締約国がこれらの要件

を満たしていないと判断するのでなければ、あるいはそれ以前に、遵守委員会の執行部門が

京都議定書第 8 条にもとづく専門家レビュー・チームの報告書に述べられたこれらの要件に

関する実施の疑義について手続きを行わないことを決定し、このことを事務局に伝えている

のであれば、第 7 条第 4 パラグラフにもとづく割当量計算に適用される方法にしたがって、

第 3 条第 7・8 パラグラフに則った割当量の設定を促進し、排出量と割当量を計算する能力を

実証するための報告書を提出してから 16 ヵ月経過した後に、上記第 2 パラグラフに記載され
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ている適格性要件を満たしている。

(b) ++　遵守委員会の執行部門が、当該締約国が適格性要件を一つ以上満たしていないと決定し、

当該締約国の適格性を一時停止して、その情報を事務局に伝えなければ、そしてそうするま

で、上記第 2 パラグラフに記載された適格性要件を満たし続けている。

４． ++　事務局は適格性要件を満たしている締約国と、一時停止を受けている締約国について一

般に入手可能なリストを整備しているべきこと。

５． ++　国内登録簿間の移転ないし取得は、決定-/CMP.1（割当量計算方法）の中の登録に関す

る規定に則り、当該締約国の責任において行われるべきこと。法的機関に対し第 17 条にもと

づく移転及び/ないし取得を認めている締約国は、京都議定書にもとづくその義務の達成に対

して引き続き責任を有し、そのような参加が本添付書に則していることを保証すべきこと。

締約国はそのような機関の最新リストを保持し、国内登録簿を通してそれを事務局と一般人

に公表すべきこと。認可する締約国が適格性要件を満たしていなかったり資格を一時停止さ

れたりしている期間中は、法的機関が第 17 条にもとづく移転及び/ないし取得を行わないこ

とがある。

６． +++　各附属書 I 締約国は、京都議定書の第 3 条第 7・８パラグラフにしたがって計算された

締約国割当量の 90％を下回らない量、あるいはレビューを受けた直近の目録を 5 倍にした量

の 100％、このうちどちらか低い方をコミットメント期間準備量として国内登録簿に保有す

べきこと。

７． +　コミットメント期間準備量は、決定-/CMP.1（割当量計算方法）にしたがって取り消しを

行われていない当該コミットメント期間分の ERU、CER、AAU 保有量から成るべきこと。

８． 第 3 条第 7・8 パラグラフに則って割当量が確定し次第、そしてコミットメント達成のための

追加期間終了まで、締約国は保有量がコミットメント期間準備量の必要量を下回るような取

引を行うべきではない/行えないこと。

９． +　第 6 パラグラフにもとづく計算によりコミットメント期間準備量の必要レベルが締約国の

ERU,CER,AAU 保有量より高くなってしまう場合は、当該締約国は事務局より通知を受け、

通知の 30 日以内に保有量を必要レベルに合わせるべきこと。

１０． コミットメント期間準備量やその他第 17 条にもとづく移転の制限に関する規定は、第 6
条監督委員会のもとでの検証手順にしたがって検証されて国内登録簿に対し発行された

ERU を締約国が移転することに対しては適用されない。

１１． ++　事務局は要請に応じて役割を果たすべきこと。


